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は じめ に 

下水道の役割は、排除・処理という基本的役割に加え、低炭素・循環型社会の実現の

ため、地域づくりに貢献することが社会から求められている。また、下水道事業の厳し

い経営状況を鑑みれば、下水道の有するエネルギーポテンシャルを最大限活用すること

で、地方公共団体の経営にも資する必要がある。 
 下水の水温は一年を通して比較的安定しており、大気の温度と比べ夏は低く、冬は高

い特長を有している。このため、この温度差エネルギー（下水熱）を冷暖房や給湯等に

利用することによって、大幅な省エネ・省 CO2を図ることができる。しかしながら、そ

の大きなポテンシャルが存在する一方、その利用はほとんどが下水処理場内に限られて

いた。 
 そのようななか、下水熱の地域における利用の促進に向けて、「都市再生特別措置法」

の改正（平成23年４月）や「都市の低炭素化の促進に関する法律」の制定（平成24年８

月）によって、下水熱を利用するために民間事業者が下水道管理者から許可を得て下水

を取水することが可能になるとともに、下水管路内に熱回収施設を設置する工法の開発

等も進められているところであり、下水熱の需要に対して、より近い位置から供給する

環境が整えられつつあるところである。また、国土交通省では平成24年度には、産官学

連携により「下水熱利用推進協議会」を設置し、下水熱利用システムの事業採算性の向

上等に向けた情報・意見交換、各種課題の整理等を行うことにより、下水熱利用推進に

向けて取組むべき施策の方向性についてのコンセンサスを形成するとともに、下水熱利

用に向けた機運の醸成を図ってきた。 

本ガイドラインは、「下水熱利用推進協議会」の活動を踏まえ、下水熱利用に関心を

持つ各主体（地方公共団体の下水道部局、都市整備部局、都市計画部局、環境部局等や

民間ディベロッパ等）に対し、プロジェクトの構想段階で必要となる基礎情報を提供す

るものである。本ガイドラインが活用されることによって、地方公共団体における経営

改善と低炭素社会実現が進展することを大いに期待する。
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用 語 の 一 覧  

本ガイドラインで用いる用語の定義は以下の通り。 
用語 定義 

一次エネルギー 石油・石炭・天然ガス等の化石燃料、原子力の燃料である

ウラン、水力・太陽・地熱等の自然エネルギー等自然から

直接得られるエネルギー（電気・ガソリン・都市ガス等、

一次エネルギーを変換や加工して得られるエネルギーのこ

とを二次エネルギーという）。 
カスケード利用 熱利用の場合、一度発生させた高温の熱を、より低い温度

でも利用できる用途に段階的に利用する方法。 
コジェネ 一種類の一次エネルギー(例えば燃料)から連続的に二種類

以上の二次エネルギー(例えば電力又は動力と温度レベルの

異なる熱)を同時に発生させる設備。 
採熱設備 下水から熱を回収する設備で、熱交換器と熱源水配管から

なる。 
地域冷暖房 駅やビル、商業施設、マンション等地域内の建物に対し、

まとめて冷暖房や給湯を行うシステム。 
蓄熱 熱エネルギーを蓄え、必要な時に放熱するシステム。冷房、

冷蔵用などの冷熱蓄熱と暖房や給湯用の温熱蓄熱がある。 
熱源水 熱交換を行う媒体をいう。具体的には、水もしくは不凍液

（ブライン）である。 
熱源水配管 熱交換器とヒートポンプの間に配置される管をいう。熱源

水配管内を熱源水が循環する。 
熱源設備 採熱設備で回収した熱を熱負荷に適したより高い温度に昇

温、又は低い温度に冷温する設備をいう。ヒートポンプ、

循環ポンプ及び冷温水配管からなる。 
熱交換器 高温の流体の熱を低温の流体へ伝えて、低温の流体を加熱

する又は高温の流体を冷却するための装置。 
熱負荷設備 空調負荷、給湯負荷及び融雪負荷等の熱負荷を消費する設

備をいう。具体的には空調でのファンコイルユニット、給

湯での出湯機器、融雪での融雪パネル等をいう。 
ヒートアイランド現象 都市部において、高密度にエネルギーが消費され、また、

地面の大部分がコンクリートやアスファルトで覆われてい

るために水分の蒸発による気温の低下が妨げられて、郊外

部よりも気温が高くなっている現象。 
ヒートポンプ 電気などのエネルギーにより、温度の低い部分から温度の

高い部分に熱を移動させる装置。冷媒の圧縮・膨張による

潜熱（気化熱）の移動を応用した装置。 
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用語 定義 

COP ヒートポンプのエネルギー消費効率の目安として使われる

係数をいう。ヒートポンプでのエネルギー消費量 1kW あた

りの冷却・加熱能力を表した値である。 
ボイラ 火気、高温ガス又は電気を熱源とし、水又は熱媒を加熱し

て蒸気又は温水を作り、他に供給する装置。 
冷温水 ヒートポンプと熱負荷の間を循環する媒体をいう。具体的

には、水が用いられる。 
冷温水配管 ヒートポンプと熱負荷の間に配置される管をいう。冷温水

配管内を冷温水が循環する。 
ロードヒーティング 地中に埋め込んだ熱源で地面を温める施設。 
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1． 本ガイドラインの目的と概要 

1.1 本ガイドラインの目的 

1.1.1 本ガイドラインの目的 

本ガイドラインは、下水熱利用に関心を持つ地方公共団体や民間ディベロッパ等に対

し、プロジェクトの構想段階で必要な下水熱利用に関する基礎情報（意義、利用形態、

計画の進め方等）を提供することを目的とする。 

 

【解説】 

本ガイドラインでは下水を熱源とする熱、すなわち下水熱の利用について解説する。

下水熱は、未処理あるいは処理後の下水から採熱可能な温度差エネルギーである。下水

熱はこれまで設備導入における初期費用の高さや、法規制等の課題があった。しかしな

がら、近年は熱回収のための技術開発とともに規制緩和が行われ、下水熱の需要に対し

て、より近い位置から供給する環境が整えられつつある。 

下水熱利用の促進のためには、検討の起点となる地方公共団体（下水道部局、都市計

画部局、都市整備部局、環境部局等）や民間ディベロッパ等（以下、主体という。）が

下水熱利用に係る基礎的知見を持ち、プロジェクト計画の第一歩として、下水熱利用の

可能性についての構想検討に踏み出せることが重要となる。 

 本ガイドラインでは、下水熱利用に関心を持つ各主体に下水熱利用に関する基礎情報

（意義、利用形態、計画の進め方等）を提供することを目的とする。特に、プロジェク

ト計画の第一歩である構想検討に資するため、下水熱利用の可能性についての構想検討

を各主体が自ら実施できるように、下水や需要条件等、下水熱利用に適した条件を容易

に理解できる形で整理するとともに、フィージビリティ・スタディ調査（以下、FS 調

査という。）の事前準備に向けた調査手法等を解説する。（図 1-1）。 

 

 
図 1-1 本ガイドラインの目的 
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1.2 本ガイドラインの構成 

1.2.1 本ガイドラインの構成 

本ガイドラインは、「下水熱の特長・導入効果」、「主なシステム形態」、「導入事例」、

「下水熱利用の検討手順」から構成される。 

 

【解説】 

1.1.1 の目的を踏まえ、次章以降本ガイドラインは以下のように構成される。 

 

＜本ガイドラインの構成＞ 

 ２．下水熱の特長・導入効果 

 温度差エネルギー全般の特長とともに、他のエネルギーと比較

して下水熱が特に優れる点について説明する。 

 

 ３．主なシステム形態 

 下水熱利用における主なシステム形態として、熱回収技術、需

要側の利用形態、両者を組み合わせたシステム形態について説

明する。あわせて、関係法令についても解説する。 

 

 ４．導入事例 

 既存の下水熱利用プロジェクトの事例について、類型化して紹

介する。 

 

 ５．下水熱利用の検討手順 

 下水熱利用場所の検討、導入検討方法、ＦＳ準備等をする際の

手順をまとめるとともに、その際に用いるデータを解説する。 
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2． 下水熱の特長・導入効果 

2.1 温度差エネルギーの特長 

2.1.1 温度差エネルギーの特長特 

下水熱を含めた温度差エネルギー利用の取組は日本全国で行われており、温度差エネ

ルギーの利活用により、高効率のエネルギーシステムを構築することで、一次エネルギ

ーの消費量や CO2排出量の削減に貢献できる。 

 

【解説】 

下水、河川水、地下水の温度は夏は外気温に比べて低く、冬は高くなる（図 2-1）。

また、地中の温度は季節による変動が小さく、常に外気との温度差がある。これらの温

度差は高効率のヒートポンプや熱交換器により冷暖房等のエネルギー源として安定的

に利用することができる。 

下水熱を含め、このような温度差エネルギーを用いた地域熱供給事業は日本全国で行

われている。表 2-1、表 2-2 の例のように温度差エネルギーによる地域熱供給のエネ

ルギー効率1は高く、ほとんどの場合で平均以上になり2、投入した燃料以上のエネルギ

ー供給が得られやすい。 

このような温度差エネルギーの利活用により、都市内で高効率のエネルギーシステム

が構築でき、一次エネルギーの消費量や CO2排出量の削減に貢献できる（図 2-2）。 

 一方、温度差エネルギーを利用するためには、近くに需要が存在することが必要とい

う制約もある。例えば、河川水を用いる場合は河川沿いに、大規模都市開発等の需要が

存在することが望まれる。 

 

 
図 2-1 下水水温と気温との比較（イメージ） 

                                                 
1 エネルギー利用効率は「販売熱量（GJ）/原・燃料使用量（GJ）」として算出（電力使用量については熱

供給事業便覧に掲載の数値(1kWh=3.6MJ換算)を 1kWh=9.76MJとして一次エネルギー換算）。 
2 熱供給事業便覧掲載の「温度差エネルギー以外を含めた熱供給事業」の平均エネルギー効率は0.74。 
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表 2-1 下水熱による地域熱供給事例 

地域 地区名 事業者名 エネルギーの 

種類 

エネルギー 

効率 

岩手 盛岡駅西口 東北電力(株) 未処理下水 0.78 

東京 後楽一丁目 東京下水道エネルギー

(株) 

未処理下水 
0.92 

千葉 幕張新都心ハイテ

ク・ビジネス 

東京都市サービス(株) 下水処理水 
1.19 

出所）「熱供給事業便覧 平成 24年版」に掲載の事例より作成 
  

表 2-2 温度差エネルギーによる地域熱供給事例（下水熱以外） 

地域 地区名 事業者名 エネルギーの 

種類 

エネルギー 

効率 

千葉 千葉問屋町 千葉熱供給(株) 中水 0.68 

東京 箱崎 東京都市サービス(株) 河川水 0.94 

群馬 高崎市中央・城址 東京都市サービス(株) 地下水 1.28 

東京 東京スカイツリー (株)東武エネルギーマ

ネジメント 

地中熱 
1.36 

愛知 中部国際空港島 中部国際空港エネルギ

ー供給(株) 

海水 
0.45 

富山 富山駅北 北電産業(株) 河川水 0.76 

大阪 中之島二・三丁目 関電エネルギー開発

(株) 

河川水 
1.04 

大阪 天満橋一丁目 オー・エー・ピー熱供

給(株) 

河川水 
0.83 

大阪 大阪南港コスモス

クエア 

大阪臨海熱供給(株) 海水 
0.63 

高知 サンポート高松 四国電力(株) 海水 1.14 

香川 高松市番町 四国電力(株) 地下水 0.67 

福岡 シーサイドももち (株)福岡エネルギーサ

ービス 

海水 
0.64 

福岡 下川端再開発 (株)福岡エネルギーサ

ービス 

中水 
0.74 

出所）「熱供給事業便覧 平成 24年版」に掲載の事例より作成 

東京スカイツリーの事例のみ東部鉄道株式会社のニュースリリースの数値を引用 

http://www.tobu.co.jp/file/pdf/40e34b08078a956eb1560989c7651c6f/130827-2.pdf?date=2013082

7114925 
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下水の温度は夏は外気温に比べて低く、冬は高くなるため、これを熱源とすることで温

度差が小さくなり必要な動力が少なくて済む。 

 

図 2-2 下水熱利用の効果 

  

下水水温（25℃）

気温（32℃）

冷房の温度（7℃）

動力差

暖房の温度（45℃）

動力差
下水水温（15℃）

気温（0℃）
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2.2 下水熱の特長 

2.2.1 下水熱の特長 

下水熱には他の温度差エネルギーと比べて複数のメリットがあり、今後の利用拡大が

望まれる。 

 

【解説】 

下水熱は温度差エネルギーの 1つであるが、他の温度差エネルギーと利用と比べて以

下のようなメリットが挙げられる。 

 

 下水熱は他の温度差エネルギーと比べ都市内に安定的かつ豊富に存在しているこ

とから、都市域で発生する熱需要家との需給のマッチングの可能性が高い。 

 河川水、地下水は環境影響の観点から取水制限について考慮する必要があるが、下

水の取水による環境影響は小さい。 

 下水再生水の利活用と下水熱利用をパッケージ化することで、省エネ、省 CO2以外

の観点からも環境面での貢献性の高い取組が可能となる。 

 下水道施設のストックを活用して社会に貢献できる。 

 

このように下水熱利用は温度差エネルギー利用技術の中でも特に多くのメリットを

有する一方、現在下水処理場以外での地域における利用事例は 12 件程度（図 2-3）で

ある。ポテンシャルは大きいため、下水熱利用の更なる普及が望まれる。 

 

 

 

図 2-3 下水熱利用の事例 

文京区後楽一丁目

幕張新都心ハイテク・ビジネス地区

盛岡駅西口地区

横浜国際総合競技場

（日産スタジアム）

魚津市営体育施設

「ありそドーム」

枚方市営総合福祉会館

「ラポールひらかた」 公民館（五条川左岸

浄化センター敷地内）

射水市営体育施設
「海竜スポーツランド」

西区民･保健センター

新砂三丁目地区の医療福祉施設

ソニーシティ（ソニー本社）

仙台市のヨークベニマル店舗

※赤字は地域熱冷暖房活用事例
黒字は個別建物への下水熱供給事例



 

7 
 

2.3 下水熱利用の導入効果 

2.3.1 下水熱利用の導入効果 

下水熱利用は、エネルギー需要家にとっては省エネ効果、下水道管理者にとっては省

CO2 への貢献が期待されるだけでなく、地域環境保全、防災など、地域社会にも有益な

効果をもたらす。 

 

【解説】 

下水熱利用により、エネルギーの需要家側は省エネ効果によるエネルギーコストの削

減を望めるとともに、省 CO2効果をもたらす CSR 活動（企業の社会的責任：Corporate 

Social Responsibility）として位置づけることができる。 

一方、下水道管理者は下水熱利用に関わる料金を徴収3することにより経営状況を改

善できる可能性がある。また、省 CO2による環境問題への貢献としての意義もある。 

さらに、地域環境保全、防災など、地域社会にも有益な効果をもたらす。主な効果は

図 2-4のとおりである。 

 

 
図 2-4 下水熱利用の導入効果 

                                                 
3 料金の考え方については、「民間事業者による下水熱利用手続ガイドライン」（平成 24 年 12月 12日国土

交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課）も参照。 

節水対策
冷房時に冷却水を冷やすための冷却塔が不

要となるため、冷却塔に補給する水を削減

できます。

防災対策
下水熱利用で供給される処理水や冷温水蓄

熱槽の水は、非常災害時の消防用水、生活

用水としても利用できます。

大気汚染の防止 化石燃料の燃焼を抑制し、大気汚染の原因

となるNOxやSOxを削減します。

ヒートアイランド
の防止

室外機からの廃熱抑制等、空調や給湯によ

る大気への熱の放出が削減され、ヒートア

イランド現象の抑制につながります。

その他の効果

省エネルギー
効率よく冷暖房等の設備を運転することが

できるため、化石燃料の消費を抑制できま

す。

地球温暖化の防止 化石燃料の消費量が削減されることによっ

て、CO2の排出が抑制されます。

省エネ・省CO2効果
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3． 主なシステム形態 

3.1 熱回収技術 

3.1.1 管路内設置型熱回収技術 

管路内設置型熱回収技術には、らせん方式、熱交換マット方式、管路内ヒートパイプ

方式、管路内露出型（金属）・管更生併用型、管路一体型（樹脂）がある。 

 

【解説】 

管路内設置型による熱回収の主要な技術としては、らせん方式、熱交換マット方式、

管路内ヒートパイプ方式、管路内露出型（金属）・管更生併用型、管路一体型（樹脂）

がある。各々の方式の概要と導入動向は表 3-1、表 3-2のとおりである。 

 

表 3-1 管路内設置型熱回収技術の概要① 

 らせん方式 熱交換マット方式 

技

術 

概

要 

 らせん更生管内部に熱媒管を配置し、下水熱と

の熱交換を行う方式。 

 管更生工事と同時施工可能で工事費を抑制で

き、下水と熱交換管が直接触れる構造による効

率的な熱回収が可能であるメリット。 

 既設管径φ1000mm～2200mm・円形4・管の屈曲角

10度以下の管渠で施工可能（2014年 2月時点）。 

 管径に対して 10%以上の下水水深があると効果

的。 

 

出所）第 1回下水熱利用推進協議会 資料 

 管渠の底部に熱交換マット

を敷設し、マット中のチュ

ーブに不凍液等を通して下

水との熱交換を行う方式。 

 管更生と同時施工可能で工

事費を抑制でき、既存管径

800mm 以下の小径でも施工

可能であるメリット。 

 

出所）復興支援スキーム検討分科会 

資料 

導

入

動

向 

 我が国では、平成 24 年度に大阪市において

B-DASH プロジェクト5にて実証事業を実施。そ

の後、仙台市における実管路・実負荷による

研究、実証事業を実施中。 

 我が国においては民間が実

証事業を予定。 

                                                 
4 自由断面については管路状況による 
5 国土交通省が実施する下水道革新的技術実証事業 
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表 3-2 管路内熱回収技術の概要② 

 管路内ヒートパイプ方式 管路内露出型（金属） 

・管更生併用型 

管路一体型 

（樹脂） 

技

術 

概

要 

 管渠にヒートパイプの

一端を敷設し下水熱と

熱交換を行う方式。融雪

面に敷設したもう一端

へと下水熱が自動的に

伝わる仕組み。 

 簡易かつ動力不要な融

雪システムであるメリ

ット。 

 
 出所）株式会社興和 資料 

 管路内に金属製の熱交

換器を後付方式で設置。

または、管更生時に適用

が可能。 

 熱交換器の施工は工法

によって異なるが原則

ドライ化施工。 

 

出所）第４回下水熱利用推進協

議会 資料 

 下水管路としての管内

側下水とリブ部分の熱

源水との間で熱交換を

行う方式。 

 新規に管路を敷設する

場合に熱交換機能をも

たせる管路として適用

可能。 

 

出所）第４回下水熱利用推進協

議会 資料 
導

入

動

向 

 我が国で実証事業を

実施中の事例あり。 

 我が国では NEDO6のプ

ロジェクト7にて熱通

過率等が実証された。 

 我が国では NEDOのプロ

ジェクト8にて熱通過率

等が実証された。 

 

  

                                                 
6 独立行政法人  新エネルギー・産業技術総合開発機構 
7 次世代型ヒートポンプシステム研究開発：都市域における下水管路網を活用した下水熱利用・熱融通技

術 
8 脚注 7と同様 
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3.1.2 管路外設置型熱回収技術 

管路外設置型熱回収技術には、ピット・熱交換分離方式、二重管方式、熱交換ピット

方式、樹脂+アルミ方式、流下液膜式がある。 

 

【解説】  

 管路外熱交換の主要な技術としては、ピット・熱交換分離方式、二重管方式、熱交換

ピット方式、樹脂+アルミ方式、流下液膜式がある。各々の方式の概要と導入動向は表 

3-3のとおりである。 

 

表 3-3 管路外設置型熱回収技術の概要① 

 ピット・熱交換器分離方式 二重管方式 

技

術 

概

要 

 沈砂池設備等を設置して夾雑物除

去等を行った下水を熱交換器に導

き、熱交換を行う方式。 

 大がかりな土木構造物の設置が必

要。 

 
出所）パンフレット「未処理の下水を熱源とする

地域冷暖房～後楽一丁目地区」 

 二重管の内管側を取水した下水、外

管側を熱源水を通して熱交換を行

う方式。 

 管路の繋ぎをコンパクトにして省

スペースを実現させる方式も存在

する。 

 

出所）第 4回下水熱利用推進協議会 資料 

 
出所）NEDO 資料 

導

入

動

向 

 我が国では、2ヶ所のポンプ場にて

商用の事業実績あり。 

 我が国では、NEDO プロジェクト9に

て熱通過率等の実証研究を実施。 

 

                                                 
9 脚注 7と同様 
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表 3-4 管路外設置型熱回収技術の概要② 

 熱交換ピット方式 樹脂＋アルミ方式 流下液膜式 

技

術 

概

要 

 既存マンホールに隣

接させる形で熱交換

用ピットを設置し、ピ

ット内に貯留した下

水と熱交換器を接触

させる方式。 

 
出所）第 1 回下水熱利用推進協

議会 資料 

 スクリーンを経由し

て取水した下水をピ

ットや水槽に溜め、そ

の中に投げ込み式熱

交換器として熱交換

を行う方式。 

 樹脂のため適度に簡

易な洗浄を行えれば

バイオフィルムが取

れやすいメリット。 

 設置スペースが大き

くなる。 

 
出所）第 4 回下水熱利用推進協

議会 資料 

 スクリーンを経由し

て取水した下水を熱

交換器の上部より流

下させ、表面を伝わら

せることで熱交換を

行う方式。 

 常に下水を流下させ

ることと、洗浄による

適度なメンテナンス

を行うことで、バイオ

フィルムの付着によ

る影響を受けにくい

メリット。 

 設置スペースが少し

大きくなる可能性が

ある。 

 

出所）第 4回下水熱利用推進協

議会 資料 
導

入

動

向 

 我が国では、NEDO プ

ロジェクト10にて省エ

ネ効果等の実証研究

を実施。 

 我が国では NEDO のプ

ロジェクト11にて熱通

過率等が実証された。 

 我が国では NEDO のプ

ロジェクト12にて熱通

過率等が実証された。 

 

  

                                                 
10 脚注 7と同様 
11 脚注 7と同様 
12 脚注 7と同様 
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3.1.3 下水からの熱回収に関する法制度 

下水からの熱回収に当たっては、その技術毎に適用される法制度がある。 

 
【解説】 
 下水熱を利用するに当たっては、その熱回収技術により、以下のような法制度がある。 
 
（１） 管路内設置型熱交換器 
 下水管路（地下に埋設されている管）に対し、民間事業者等が採熱設備等を設置する

ことは、下水道法によって禁止されている。これは、地下に埋設されていることによる

維持管理の困難さによるものである。 
 一方、下水道管理者が下水管路に採熱設備等を設置することについては、施設の管理

行為の範囲内であり、維持管理への影響を考慮しなければならないものの、設置の可否

は下水道管理者の判断に委ねられている。 
 
（２） 管路外設置型熱交換器 
これまで、下水道法においては、民間事業者が下水熱利用のために未処理下水を取水

することは想定されていなかった。そのため、平成 23年 4月の「都市再生特別措置法」

の改正、平成 24 年 8月の「都市の低炭素化の促進に関する法律」の成立により、民間

事業者による下水熱利用のための下水の取水に関する特例が創設された。この規制緩和

により、民間事業者は都市再生緊急整備協議会、低炭素まちづくり協議会等にて整備計

画の策定や検討を経て、下水道管理者の許可を受けることにより、未処理下水を利用す

ることが可能となった。詳細については「民間事業者による下水熱利用手続ガイドライ

ン（平成 24年 12月 12日国土交通省水管理・国土保全局下水道部下水道企画課）」を参

照されたい。 

 

表 3-5 下水熱利用に関する規制緩和の動向 

法律の改正・成立 概要 

改正「都市再生特別措置法」 

（平成 23年 4月） 

特定都市再生緊急整備地域 11 地域13で民間企業によ

る未処理下水を取水しての下水熱活用が可能。 

「都市の低炭素化の促進に関

する法律」（平成 24年 8月） 

市街化区域等（市街化区域及び用途地域）を有する

1,190 市町村で民間事業者による未処理下水を取水し

ての下水熱活用が可能。 

 

                                                 
13 札幌都心地域、東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域、横

浜都心・臨海地域、川崎殿町・大師河原地域、名古屋駅周辺・伏見・栄地域、大阪駅周辺･中之島･御堂筋

周辺地域、大阪コスモスクエア駅周辺地域、福岡都心地域の 11地域 
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3.2 下水熱利用の用途 

3.2.1 下水熱利用の用途 

下水熱利用の用途は給湯利用、空調利用、融雪利用がある。 

 

【解説】 

下水熱利用の用途は給湯利用、空調利用、融雪利用がある。各々の特徴は表 3-6 の

とおりである。 

 

表 3-6 下水熱利用の用途と特徴 

給

湯

利

用 

 

空

調

利

用 

 

融

雪

利

用 

 

出所）第 4回下水熱利用推進協議会資料 

※ヒートポンプ利用による更なる

昇温の場合あり



 

14 
 

3.3 システム形態 

3.3.1 システム形態 

熱回収技術と利用用途を組み合わせた利用のシステム形態は、利用する下水の種類、

利用方法に応じて分類される。 

 

【解説】 

先述の熱回収技術と利用用途を組み合わせた利用のシステム形態は、利用する下水の

種類（処理水、未処理下水）、利用方法（間接利用、直接利用）に応じて、図 3-1の３

タイプに大別される。 

 

  

民間事業者による未処理下水の取水は、都市再生緊急整備協議会、低炭素まちづくり協議会等にて整備計

画の策定や検討を経て、下水道管理者の許可を受けることにより、未処理下水を利用することが可能とな

った（3.1.3参照）。 

図 3-1 下水熱利用の主なシステム形態 

下水の種類

処理水

利
用
方
法

間
接
利
用

直
接
利
用

未処理下水

利
用
方
法

間
接
利
用

下水道施設

熱交換器

下水処理場
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌ ﾟ

熱需要家施設

熱利用施設
・設備へ

熱源水

下水処理場
ﾋ ﾄーﾎﾟﾝﾌﾟ

下水道施設 熱需要家施設

処理水 熱利用施設
・設備へ

熱交換器

下水管渠・
ポンプ場

ﾋｰﾄﾎ゚ ﾝﾌﾟ

下水道施設 熱需要家施設

熱源水 熱利用施設
・設備へ

下水処理場

熱交換器
ﾋ ﾄーﾎﾟﾝﾌﾟ

下水道施設 熱需要家施設

処理水 熱利用施設
・設備へ

下水道施設

熱交換器 ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

熱需要家施設

未処理下水

下水管渠・
ポンプ場

熱利用施設
・設備へ

下水道施設

熱交換器
ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ

熱需要家施設

熱利用施設

・設備へ
熱源水

下水管渠・
ポンプ場
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4． 導入事例 

4.1 下水熱利用プロジェクトの類型 

4.1.1 下水熱利用プロジェクトの類型 

国内外における下水熱利用の既存事例は「下水熱供給元」、「下水熱利用規模」、「下水

再生水利用とのパッケージ化の有無」によって類型化される。 

 

【解説】 

国内外における下水熱利用の既存事例は「下水熱供給元（下水処理場及びポンプ場、

下水管路）」、「下水熱利用規模（複数施設への熱供給、個別施設への熱供給）」、「下水再

生水利用とのパッケージ化の有無」によって類型化される。以下に既存プロジェクトの

例を整理する。 

 

表 4-1 下水熱利用プロジェクトの類型化 

  下水熱利用規模 

 複数施設への熱供給 個別施設への熱供給 

下

水

熱

供

給

元 

下水 

処理場 

又は 

ポンプ

場 

再生水 

利用なし 

5.2.1「後楽一丁目地区」におけ

る地域冷暖房への下水熱利用

（未処理下水） 

5.2.2「ソニーシティ（ソニー

本社）」における下水熱利用 

再生水 

利用あり 

5.2.3「ささしまライブ 24地区」

におけるまちづくりと下水熱

利用のパッケージ化※ 

5.2.4「堺市の大型商業施設」

における下水熱利用、下水再

生水利用のパッケージ化※ 

下水 

管路 

国内での実施例はないが、 

今後導入の可能性 

5.2.5「仙台市の食品スーパ

ー」における給湯向け下水熱

利用 
5.2.6「ドイツ：ボーフム市」

における管路内採熱による

公営温水プールへの下水熱

供給 

注 各事例に付した番号は以降本章で各事例を紹介する際の節番号 
※印は今後実施予定 

 

各主体が下水熱の利用を検討する契機は以下が挙げられる。また、各主体間の関係性

は図 4-1の通りである。 

 

＜自治体の都市計画部局・環境部局の契機＞ 

 自治体の都市計画や環境計画などの策定・改定時 

 再生可能エネルギーの利用促進に係る条例の制定時等 
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＜下水熱供給側の契機＞ 

 ポンプ場や放流施設等の下水道設備の新設・更新計画時 

 下水管路の更生時（管路更生時に採熱設備を同時に導入することにより導入コスト

が低減される） 

 下水処理場周辺における熱需要施設の開発者から相談を受けた場合 

 

＜下水熱需要側の契機＞ 

 大都市業務中枢市街地の機能更新時（複数施設への熱供給） 

 大規模複合型の市街地整備時（複数施設への熱供給） 

 公共・公共施設、地域サービス施設の整備時（個別施設） 

 

 
図 4-1 各主体における下水熱利用の契機と関係性 

 

以降に各々の類型における既存事例の概要について示す。 

  

下水熱供給側 下水熱需要側

下水熱利用の検討

自治体の都市開発部局・
環境部局

都市計画や環境計画などの策定・改定時
再生可能エネルギーの利用促進に係る条例の制定時

大都市業務中枢市街地の機能更新時（地域熱供給）

大規模複合型の市街地整備時（地域熱供給）
公共・公共施設、地域サービス施設の整備時（個別施設）

ポンプ場や放流施設等の下水処理関連設備の新設・更新計画時
下水管路の更生時（採熱設備を同時に導入することによりコスト低減）
下水処理場周辺における熱需要施設の開発者から相談を受けた場合

需要側・供給側のニーズのマッチすること
で下水熱利用プロジェクトの機会が発生

都市計画の策定に伴う下水環境整備
の機会発生

条例の制定による下水熱利用の機運
醸成

都市計画の策定に伴う市街地整備の
機会発生

条例の制定による下水熱利用の機運
醸成
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4.2 下水熱利用プロジェクト事例 

4.2.1 「後楽一丁目地区」における地域冷暖房への下水熱利用（未処理下水） 

 東京都文京区後楽一丁目地区では、ポンプ場を下水熱供給元に、地域冷暖房へ利用さ

れている。 

 

【解説】 

東京都文京区後楽一丁目地区の地域冷暖房事業においては、後楽ポンプ所の未処理下

水を活用して、地域冷暖房プラントで冷温水を製造し、ビル等に供給している。 

東京都下水道局では、気温と下水温度の温度差を活用した下水の熱利用システム「ア

ーバンヒート」を開発し、昭和 62年 1月、落合水再生センターに導入した。  

このアーバンヒートの実施経験を活かし、大気汚染物質の削減など環境保全効果と省

エネルギーを進めるために、下水の持つ熱エネルギーの利用対象を下水道施設以外にも

広げ、 東京都文京区にある後楽ポンプ所を含む周辺ビルを対象として、平成 6 年 7月

にわが国初の未処理の下水を利用した地域冷暖房事業をスタートさせた。 

 

表 4-2 「後楽一丁目地区」における下水熱利用の概要 

概要 

供給開始 平成 6年 7月 

供給先 地域冷暖房プラント（東京下水道エネルギー株式会社） 

熱需要家 ホテル、業務ビル、娯楽施設 計 7施設 

利用用途 空調用熱源 

計画供給面積 216千㎡ (平成 25年 3月末時点) 

延床面積 242千㎡ (平成 25年 3月末時点) 

熱需要量 冷熱 58,581GJ/年、温熱 21,718GJ/年(平成 24年度) 

 

 
図 4-2 「後楽一丁目地区」における下水熱回収フロー図 

 

【下水熱回収フロー図】

ヒートポンプ熱交換器

生下水 ･････

熱需要家下水道事業者

ポンプ所
流入

自動除塵機

後楽ポンプ所 沈砂池

熱供給事業者

下流
水再生センターへ
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図 4-3 「後楽一丁目地区」における下水熱利用の対象地域 

 

4.2.2 「ソニーシティ（ソニー本社）」における下水熱利用 

 東京都芝浦水再生センターでは、下水熱を隣接するソニーシティ（ソニー本社）の空

調用の熱源として利用している。 

 

【解説】 

芝浦水再生センターの下水処理水を隣接するソニーシティ（ソニー本社）の空調用の

熱源として利用している。空調利用された処理水は水再生センターに返水される。民間

単独ビルとしては初の下水熱利用事例である。 

この事例は下水熱利用の普及拡大の環境が整いつつあったことを背景に、ソニーが熱

供給可能性を検討したことをきっかけにスタートした。 

導入効果として、年間約 22トン（計画値）の CO2を削減できる。（東京ドーム約 1.3

倍（約 6ha）の森林が吸収する量に相当） 

 

表 4-3 「ソニーシティ（ソニー本社）」における下水熱利用の概要 

概要 

供給開始 平成 18年 10月 

供給先 ソニーシティ（ソニー本社） 

利用用途 空調用熱源 

延床面積 162,888 ㎡（階数：地上 20階、地下 2階、塔屋 2階） 

供給量 下水処理水最大約 6万㎥/日 
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図 4-4 「ソニーシティ（ソニー本社）」における下水熱回収フロー図 

 

 

図 4-5 「ソニーシティ（ソニー本社）」における下水熱利用の対象地域 

  

ヒートポンプ熱交換器芝浦水再生センター

熱需要家下水道事業者

処理水
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4.2.3 「ささしまライブ 24地区」におけるまちづくりと下水熱利用のパッケージ化 

 名古屋市「ささしまライブ 24地区」では、下水再生水を民間事業者による熱利用に

活用するとともに、運河の水質改善用水や修景用水としても利用することが計画されて

いる。 

 

【解説】 

高度処理を導入する予定の露橋水処理センターから、都市開発を進めている「ささし

まライブ 24 地区」に下水再生水を送水し、その再生水を民間事業者による熱利用に活

用するとともに、運河の水質改善用水や修景用水としても利用することが計画されてい

る。この計画は「ささしまライブ 24 地区」における既存の地域冷暖房事業を、同地区

へ送水する下水再生水の熱利用により効率化させ、CO2 削減へ貢献するとともに、潤い

のある水空間の創出にも寄与するものである。 

 

表 4-4 「ささしまライブ 24地区」における下水熱利用の概要 

概要 

供給開始 
露橋水処理センター稼働後 

（ガス・電気を利用した地域冷暖房は平成 24年 4月稼働） 

供給先 地域冷暖房プラント （名古屋都市エネルギー株式会社） 

熱需要家 
事務所・商業・ホテル・コンベンション、大学、放送局の

3事業者を予定 

利用用途 空調用熱源 

延床面積 約 28万 m2を予定（上記 3事業者の延床面積） 

供給量 約 3万 m3/日を予定（地域冷暖房熱源用水として） 

 

 

図 4-6 「ささしまライブ 24地区」における下水熱回収フロー図 

 

ヒートポンプ熱交換器

再生水 ･････

熱需要家熱供給事業者上下水道局

露橋水処理センター
（全面改築工事中）

中川運河
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図 4-7 「ささしまライブ 24地区」における下水熱利用の対象地域 
 

4.2.4 「堺市の大型商業施設」における下水熱利用・下水再生水利用のパッケージ化 

 堺市鉄砲町では、「内川せせらぎ」へ親水用の再生水の導入とともに、市内の工場跡

地での開発が計画されている大型商業施設での下水熱利用が計画されている。 

 

【解説】 

既に三宝下水処理場から敷設済みの再生水放流管を延伸し、堺市の「仁徳陵・内川水

環境・再生プラン」に基づき「内川せせらぎ」へ再生水を導入し、水環境改善を行うと

ともに、市内の工場跡地での開発が計画されている大型商業施設で給湯用途、空調用途

での下水熱利用が計画されている。この計画は、下水再生水利用計画とイオンモール株

式会社の商業施設開発に伴う熱需要の発生のタイミングが合致したことをきっかけに

スタートした。 
下水再生水の熱利用と水環境改善を合わせて実施すること及び給湯用途で温熱利用

し、その後空調用途で冷熱利用する「カスケード利用方式」は日本初の取り組みである。 

 

表 4-5 「堺市の大型商業施設」における下水熱利用の概要 

概要 

供給開始 商業施設のオープン時を予定 

供給先 工場跡地に建設の大型商業施設（イオンモール株式会社） 

利用用途 給湯利用、空調利用（カスケード利用） 

延床面積 未定 

供給量 約 1500t/日を予定（内川せせらぎと商業施設への供給量） 

愛知大学名古屋校舎内の地域冷暖房プラントにおいて

熱源の一部として下水再生水を利用
（30,000m3/日）

ささしまライブ24地区内の修景用水や
運河の水質改善用水として利用

（30,000m3/日）

 北 

露橋水処理センター
（改築更新中）

至 名古屋駅

中川運河

ささしまライブ
24地区

送水ルート

熱供給区域

 

名古屋駅 

ささしまライブ 24 地区 

中川運河堀止 
あおなみ線 
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30℃

29.4℃

29.4℃

34.4℃

熱利用運転フロー ケース：夏期昼間

熱交換器

熱回収外調機

氷蓄熱槽

外気予熱

熱交換器

熱交換器

給湯熱源

空調熱源

ブラインチラー

ブライ ンチラー

水熱源給湯HP

貯湯槽

冷却塔 ×5台

熱交換器

冷水

ブライン熱源水

熱源水

熱源水

予熱用温水

冷却水

下水再 生水

二次利用

膜処理装置 受水槽

65m³/h

30℃

65m³/h
34.4℃

内川せせらぎ

三宝下水

処理場

 
図 4-8 「堺市の大型商業施設」における下水熱回収フロー図 

出所）第 4回下水熱利用推進協議会資料 

 

 
図 4-9 「堺市の大型商業施設」における下水熱利用の対象地域 

  

再生水放流管（ 新設）

（φ150mm×2本）
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4.2.5 「仙台市のスーパーマーケット」における給湯向け下水熱利用 

仙台市では、らせん型熱回収更生管から回収した下水熱を、スーパーマーケット内の

給湯に利用している。 

 

【解説】 

平成 26 年２月現在、仙台市と積水化学工業株式会社は，下水道管渠熱利用システム

の実使用下における評価検討、及び下水熱利用事業の普及促進に向けた課題整理のため、

スーパーマーケット内での給湯を対象に、らせん型熱回収更生管による下水熱利用実証

事業の共同研究を実施している。 

この事例は、東日本大震災直後、国土交通省が設置した「下水道地震･津波対策技術

検討委員会」による未来型志向の復旧提言に基づき、積水化学工業から仙台市に対して

下水道の耐震化補強工事に合わせた熱回収技術の提案があったことをきっかけに開始

した。耐震化工事にあわせて管渠の中に熱回収管を巻くことで、熱利用設備導入のコス

ト低減を図っている。 

 

表 4-6 「仙台市のスーパーマーケット」における下水熱利用の概要 

概要 

供給開始 平成 25年 11月（実証開始） 

供給先 商業店舗（株式会社ヨークベニマル若林店） 

利用用途 給湯利用 

負荷条件 利用温度 40℃、利用水量 4,600L/日 

管路条件 
合流管、既設管路径Φ1200mm（円形）、熱回収管敷設延長 45m 

下水水位 15% 

 

 

図 4-10 「仙台市の食品スーパー」における下水熱回収フロー図 

出所）第 4回下水熱利用推進協議会資料 
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図 4-11 「仙台市」における下水熱利用システムの機器配置 

出所）第 4回下水熱利用推進協議会資料 
 

4.2.6 「ドイツ：ボーフム市」における管路内採熱による公営温水プールへの下水熱

供給 

 ドイツのブーホム市では、公営温水プールに下水熱を供給している。 

 

【解説】 

ドイツのブーホム市では、ボーフム市都市公社が事業主体となり、ボーフム市が所有

する公営温水プールに下水熱を供給し、熱需要の 73％を賄っている。 

地下 12mに位置する下水管に熱交換器を設置し、150kWの熱を回収している。ヒート

ポンプから 190kWの熱、コジェネからは熱を 90kWとヒートポンプ用の電力を 50kW供給

している。また、旧式のボイラもバックアップとして設置している。 

 

表 4-7 ボーフム市下水熱利用事例における各種仕様 

項目 値 単位 
下水最少流量 300 ㎥/時 

最低下水温度 12 ℃ 

下水のからの最低熱容量 800 kW 

温水プールの年間熱需要 2,450 MWh/年 

下水熱利用システム 

 下水熱交換器の延長 19及び 28 

(2 ユニット設置) 

m  

下水熱交換器から建物への導管の距離 150 m 

下水熱ヒートポンプ熱供給量 約 190 kW 

下水熱ヒートポンプの年間利用時間 6,500 時間/年 
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図 4-12 ドイツ：ボーフム市の公営温水プールにおける熱回収フロー図 

出所）第 3回下水熱利用推進協議会資料 
 

 
図 4-13 ボーフム市事例平面図 

熱交換器（19m, 28mの２ユニット）下水熱導管

スイミングスクール
プール
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5． 下水熱利用の検討手順 

5.1 導入の検討手順 

下水熱利用の導入検討は、利用場所を選定し導入効果の概算を行う構想段階の検討

と、FS調査等を行う事業化段階の検討の２段階で行う。 

 

【解説】 

下水熱利用の導入策定にあたっては、まずはどこで下水熱利用を行うかを検討し、そ

の上で熱需要施設・下水に関する基本条件を整理し、設備の種類等の設定・下水熱利用

の導入効果を概算することで、下水熱利用の可能性があるかどうか構想段階の検討を行

う。 

次に、FS調査により、熱需要施設・下水の詳細な現地調査と導入効果の評価を行う。

また、実現可能性が認められるプロジェクトについては、運用方針について検討する。

導入検討のフローは図 5-1 の通りである。以下に、下水熱の導入を検討するために整

理すべき事項について解説する。 

 

 
図 5-1 下水熱利用の検討フロー 

  

対象施設の熱利用の用途の把握（5.3）
下水熱を供給する対象施設の最大/年間

熱負荷の算定（5.3）

熱需要に関する考え方の整理

下水流量の把握（5.4.1）
下水温度の把握（5.4.2）
その他確認すべき事項の把握（5.4.3）

熱源に関する考え方の整理

設備の種類等の設定（5.5.1）

省エネルギー効果・ＣＯ２削減効果の概算（5.5.2/5.5.3）
導入効果の概略試算（事業性）（5.5.4）

設備の種類等の設定・下水熱利用の導入効果の概算

下水熱の

利用可能性の
構想検討

FS調査・

基本設計

下水熱利用場所の検討（5.2）

下水に関する詳細な現地調査（5.6.1）
システム構成の検討（5.6.2）
システムの運用方針の検討（5.6.3）

ＦＳ調査の準備・運用方針の検討

FS調査・システムの検討
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5.2 下水熱利用場所の検討 

5.2.1 下水熱利用場所の検討 

下水熱利用の検討契機を踏まえ、下水熱供給側及び熱需要側の整備計画、熱供給側と

需要側との位置関係等の観点から下水熱の利用場所を検討する。 

 
【解説】 
下水熱利用の検討契機によっては、計画の初期段階において下水熱の供給先施設や下

水熱の採熱地点が予め特定されている場合もあるが、例えば地方公共団体が環境計画の

一環として下水熱利用の適地検討を行う場合等には、下水熱利用場所の検討が必要とな

る。 
実施場所の検討に際しては、例えば以下の観点から検討を行う。 
 
＜下水熱供給側に関する検討＞ 

 ポンプ場や放流施設等の下水道設備の新設・更新計画 

 下水管路の更生計画 

 

＜下水熱需要側に関する検討＞ 

 大都市業務中枢市街地の機能更新 

 大規模複合型の市街地整備 

 公共・公共施設、地域サービス施設の整備 

 

＜下水熱供給と需要とのバランスに関する検討＞ 

 ポンプ場、下水幹線等の下水道インフラと熱需要施設との位置関係 
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5.3 熱需要に関する考え方の整理 

5.3.1 熱需要に関する考え方の整理 

下水熱供給先の熱需要について、既存のデータ又は熱利用の用途等から推計する。 

 

【解説】 

下水熱供給先の熱需要を把握するため、対象施設の最大熱負荷及び年間総負荷を整理

する。 

 

既設の施設に対して下水熱を供給する場合は、既に得られているエネルギー消費量と

導入されている機器効率のデータに基づき、負荷を推計することにより精緻に熱負荷を

算出することができる。 

冷暖房、給湯については、対象施設の詳細が未定な構想段階では、施設の延床面積と

単位床面積当たりの熱負荷（熱負荷原単位）から最大熱負荷と年間の熱負荷を想定する。

最大熱負荷と年間熱負荷は以下の式により算出される。 

 

＜最大熱負荷の算定＞ 

最大熱負荷ሾkJ h⁄ ሿ

ൌ ൛最大熱負荷原単位 kൣJ h⁄ ・㎡൧ൈ延床面積ൣ㎡൧ൟ

ൈ冷ሺ暖ሻ房用最大熱負荷地域補正係数 

 

＜年間熱負荷の算定＞ 

年間熱負荷ൣMJ 年⁄ ൧

ൌ ൛年間冷൫温൯熱負荷原単位ൣMJ/年・㎡൧ ൈ延床面積ൣ㎡൧ൟ

ൈ 冷൫暖൯房用年間熱負荷地域補正係数 

 

※「冷(暖)房用最大熱負荷地域補正係数」、「冷(暖)房用年間熱負荷地域補正係数」は熱負荷原単位の地域

による違いを補正するための係数 

※1MJ=1,000kJ 

 

このとき、建物用途別の冷暖房、給湯の年間エネルギー負荷原単位の設定例として表

6-1がある。 

また、冷(暖)房用年間熱負荷地域補正係数の設定例を表 6-2に示す。標準的な原単位

に以下の値を乗じて補正をかけることにより、地域毎の気候の特性を反映する。 

上記の式と以下の表のデータに基づくと、例えば、沖縄の延床面積 2,000㎡の業務用

建物における年間負荷は以下の通り算出される。 
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 冷房：293.0ሾMJ 年⁄ ·㎡ሿൈ 2,000ሾ㎡ሿൈ 1.5 ൌ 87,900ሾMJ 年⁄ ሿ 

 暖房：129.6ൣMJ 年 ·㎡⁄ ൧ൈ 2,000ൣ㎡൧ ൈ 0.07 ൌ 18,144ሾMJ 年⁄ ሿ 

 給湯：9.4ൣMJ 年 ·㎡⁄ ൧ൈ 2,000ൣ㎡൧ ൌ 18,000ሾMJ 年⁄ ሿ 

 

表 5-1 建物用途別最大熱負荷原単位の設定例 

用途 
最大負荷（W/㎡） 

冷房 暖房 給湯 

事務所（標準型） 104.7 58.1 16.3 

事務所（OA型） 123.3 34 16.3 

病院 104.7 95.3 46.5 

ホテル 87.2 77.9 116.3 

店舗 139.5 93.0 23.3 

スポーツ施設 122.1 122.1 814.0※ 

住宅 46.5 34.9 18.6 

※1W=3.6kJ/h 

※スポーツセンターの給湯負荷は建物規模[㎡]の影響が少ないため実数値で示す（MWh/y）。 

出所）天然ガスコージェネレーション計画・設計マニュアル 2008（国土交通省） 

 

表 5-2 建物用途別年間熱負荷原単位の設定例 

用途 
年間負荷（MJ/年・㎡） 

冷房 暖房 給湯 熱量計 

住宅 33.5 83.9 125.6 243.0 

業務 293.0 129.6 9.4 432.0 

商業 523.1 146.5 96.1 765.7 

宿泊 418.7 334.8 334.8 1,088.3 

医療 334.8 309.6 334.8 979.2 

※本表の数値はコジェネを導入するような比較的規模の大きい建物に使用するものである。エネルギー負

荷原単位は、建物床面積の規模が大きくなるにつれ高くなる傾向にあることから、比較的規模の小さい

建物に本表の数値を使用すると、熱負荷は実際よりも大きい値を示す可能性がある。 

出所）低炭素まちづくり実践ハンドブック（国土交通省） 
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表 5-3 冷(暖)房用年間熱負荷地域補正係数の設定例 

 冷房 暖房 

北海道 0.5 2.4 

東北 0.7 
1.4 

北陸 0.9 

関東 1.0 1.0 

東海 

1.1 0.9 
近畿 

中国 

四国 

九州 1.2 0.7 

沖縄 1.5 0.07 

出所）低炭素まちづくり実践ハンドブック（国土交通省） 

 

なお、時刻別の負荷については、構想段階の検討においては必ずしも考慮する必要は

ないが、必要に応じ、FS調査において調査する。 

 

融雪については、対象施設の詳細が未定な構想段階では、融雪対象面積と単位面積当

たりの熱負荷（熱負荷原単位）、稼働時間数から、時間当たり最大熱負荷と年間の熱負

荷を想定する。時間当たり熱負荷と年間熱負荷は以下の式により算出される。 

 

＜時間当たり最大熱負荷の算定＞ 

時間当たり熱負荷ሾWሿ ൌ ൛熱負荷原単位ൣW ㎡⁄ ൧ൈ 延床面積ൣ㎡൧ൟ 
 

＜年間熱負荷の算定＞ 

年間熱負荷ൣMJ 年⁄ ൧ ൌ ൛熱負荷原単位ൣW/㎡൧ ൈ延床面積ൣ㎡൧ൟൈ 稼働時間ሾhሿכ 0.0036 

※1kWh=3.6MJ 

 

このとき、融雪の時間当たり負荷原単位の設定例として表 5-4がある。 

また年間の稼働時間については、年間降雪日数等の気象条件等によって異なる。 

 

表 5-4 融雪の時間当たり負荷原単位の設定例 

熱負荷原単位（W/㎡） 

100～300程度 

出所）メーカー情報より設定 
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5.4 熱源に関する考え方の整理 

5.4.1 下水流量 

利用可能な下水熱量を把握するための流量把握方法として、「採熱地点における既存

の流量計測データの活用」、「既存の流量データに基づく流量推計」の２つの方法がある。 

 

【解説】 

下水熱利用システムで利用可能な下水熱量を把握するため、安定して利用できる下水

流量を調査し、月別の平均水量と最低水量を整理する。この際、下水の排除方式が合流

式の場合は、安定的に利用できる流量として晴天時の流量を用いる。 

なお、時刻別の流量変化については、構想段階においては必ずしも把握する必要はな

いが、必要に応じ、FS 調査において調査するため、既存のデータがあれば可能な限り

計画の早期の段階から活用することが効率的である。特に、冷熱負荷のピークとなる８

月、温熱負荷のピークとなる２月については、代表日の時刻別水量を把握することが望

ましい。 

 

下水流量を把握するにあたっては、実際に採熱地点において下水流量を計測するのが

最も正確な方法だが、実計測が不可能な場合、取得可能なデータに応じて以下の２つの

方法がある。 

(1) 採熱地点近傍における既存の流量計測データの活用 

放流水やポンプ場における揚水等、採熱地点近傍における流量データがある場合には、

そのデータを活用する。 

そのとき、留意点として、採熱地点とデータが得られている地点の間の距離が離れて

いる場合、両者の間にある流入下水の影響により誤差が大きくなることがある。 

(2) 既存の流量データに基づく流量推計 

対象地域内の下水道施設（下水処理場、ポンプ場等）において計測されている下水流

量から地域内のマンホールにおける流量を推計する方法である14。 

各マンホールにおける下水流量は以下の式で表される。また、下水流量推定のイメー

ジは図 5-2のとおりである。 

  

                                                 
14 詳細については下水熱ポテンシャルマップ（広域ポテンシャルマップ）作成の手引きを参照。 
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＜各マンホールにおける流量の推計式＞ 

ܩ ൌ ଵܩ ൈ
∑ ܨ
ୀଵ

∑ ܨ
ୀଵ

 

 

における推定下水流量ൣ㎥ܯ：マンホールܩ 日ൗ ൧ 

ଵ：下水処理施設等における既知の実測下水流量ሾ㎥ܩ 日ൗ ሿ 
 が受け持つ集水域内延床面積ሾ㎥ሿܯ：マンホールܨ

 実測集水域内のマンホール数：ܮ

 
図 5-2 下水流量の推定イメージ 

 

5.4.2 下水温度 

利用可能な下水熱量を把握するため、下水温度を整理する。 

 

【解説】 

下水熱利用システムで利用可能な下水熱量を把握するためには、下水流量とともに下

水温度を整理する必要がある。構想段階においては、月毎の平均水温を把握する必要が

ある。また、熱源機器の仕様を決定する段階においては、下水温度が変動した際の影響

について検討するため、特に冬季の最低水温、夏季の最高水温を調査する必要がある。 

 

下水温度を把握するにあたっては実際に採熱地点において下水温度を計測するのが

最も正確な方法だが、実計測が不可能な場合、放流水やポンプ場における揚水等、採熱

地点近傍における下水温度データがある場合には、そのデータを採熱地点の下水温度と

する。 

ただし、大規模温浴施設等高温・多量の排水が想定される施設が採熱地点の近傍に存

在する場合、その影響により特異的に採熱地点の下水温度が上昇している可能性がある

ため、採熱地点において下水温度を計測することが望ましい。 
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5.4.3 その他確認すべき事項 

施工の可否等を検討するため、周辺環境等を確認する。 

 

【解説】 

（１） すべての熱回収技術に関わる事項 

 下水管路と熱源設備（負荷）の間に配置される熱源水配管ルートを調査する。ルー

トの対象箇所の、既設管路（電気、ガス）や支障物の有無を調査する。民間事業者

が調査を行う場合、施設管理者から提供を受ける。 

 施工の可否を判断するため、管路近傍のマンホールのサイズ、深さを確認する。下

水道台帳を用いた調査であり、民間事業者が行う場合、所管自治体からの提供を受

ける。 

 利用する下水が合流によるものか分流によるものか排除方式を確認する。下水道台

帳を用いた調査であり、民間事業者が行う場合、所管自治体からの提供を受ける。 

 

（２） 管路内設置型熱回収技術において確認すべき事項 

 

表 5-5 管路内設置型熱回収技術において確認すべき事項 

項目 調査方法 

下水管径・管種 下水道台帳を用いた調査。民間事業者が調

査を行う場合、所管自治体からの提供を受

ける。 

布設後年数 

その他（曲がり、取付管位置） 

関連計画（下水道設備耐震化計画、下水道

長寿命化計画等） 

民間事業者が調査を行う場合、所管自治体

からの提供を受ける。 
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5.5 設備の種類等の設定・下水熱利用の導入効果の概算 

5.5.1 設備の種類等の設定 

整理した熱需要・熱源の情報から、設備の種類・規模を設定する。 

  

【解説】 

整理した熱需要・熱源の情報から、設備の規模を設定するフローを図 5-3に示す。 

 

 
図 5-3 検討フロー 

 

（１） 概算熱負荷の算定 

 5.3で整理した熱需要に関する情報の整理から、下水熱で賄う熱量を概算する。この

とき、熱負荷に対してどの程度下水熱で賄うかについては、 

 最大熱負荷を下水熱で賄う 

 下水熱利用設備の利用率を保つため、年間熱負荷から平均的な熱負荷量を算定して

下水熱で賄うものとし、熱負荷が大きいときには空気熱源等他の熱源を利用する 

などといった考え方があり、環境性や事業性等を考慮して設定する。 

 

（２） 必要熱回収量の算定 

 （１）で決定した下水熱で賄う熱負荷から、以下の式により、必要な下水熱からの熱

回収量を算定する。 

 

下水熱からの必要熱回収量＝下水熱で賄う熱負荷×（ＣＯＰ－１）／ＣＯＰ 

 

 

  

（１）概算熱負荷の算定

（２）必要回収熱量の算定

（３）採熱設備の規模の概算
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（参考） 標準的なＣＯＰ 

 導入するヒートポンプが未定の構想段階においては、例えば下表を標準的なＣＯＰと

して設定する。 

 

表 5-6 ヒートポンプ（水熱源）の効率の設定 

項目 代表値 

小規模（～数十 kW級） 冷却 COP 約 5.0 加熱 COP 約 4.5 

大規模（数千 kW級） 冷却 COP 約 6.0 

注 1）冷房時：下水温 25℃-30℃（冷水出口 7℃、入口 12℃）、暖房時：下水温12℃-7℃（温水出口45℃、

入口 40℃） 

注 2）上記はカタログ値。実運用時においては冷却 COPが 3.8程度の事例も存在。 

出所）メーカー情報より設定 

 

 ヒートポンプのＣＯＰは熱源の温度に応じて変化する。熱源温度とＣＯＰとの関係と

して下図がある。5.4.2で設定した下水温度に応じて、当該地点において期待される下

水熱利用ヒートポンプのＣＯＰを設定する。 

 

 

出所）空調シミュレーションツール「LCEMツール」（国土交通省大臣官房官庁営繕部）より作成 

図 5-4 熱源温度と COP比との関係 

 

（３） 採熱設備の規模の概算 

下水熱利用における代表的な熱回収技術は、表 3-1、表 3-3 に示したように、管路

内設置型熱回収技術として、らせん方式、熱交換マット方式、管路内ヒートパイプ方式、

管路内露出型（金属）・管更生併用型、管路一体型（樹脂）があり、管路外設置型熱回

収技術として、二重管方式、ピット・熱交換器分離方式、熱交換ピット方式、樹脂＋ア

ルミ方式、流下液膜式がある。 

y = ‐0.0485x  + 2.5457

y = 0.0298x  + 0.6429
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周辺環境等に応じて熱回収技術を選択し、（２）で算定した必要な下水熱からの熱回

収量により、採熱設備の規模を概算する。 

 

（参考） 採熱方式毎の採熱量の目安 

 らせん方式：既存管径 900mmで 0.5kW/m 程度である。（B-DASH 実証施設での実績値よ

り） 

 管路内露出型（金属）・管更生併用型：初期値～バイオフィルム付着後の性能は 300

～600W/㎡・K程度である。 

 管路一体型（樹脂）：初期値～バイオフィルム付着後の性能は 30～50W/㎡・K程度で

ある。 

 二重管方式：初期値～バイオフィルム付着後の性能は 300～700W/㎡・K程度である。 

 樹脂＋アルミ方式：初期値～バイオフィルム付着後の性能は約 120～180W/㎡・K程度

である。 

 流下液膜式初期値～バイオフィルム付着後の性能は約 400～1000W/㎡・K程度である。 
 

5.5.2 省エネルギー効果 

下水熱利用システム導入による省エネルギー効果は、下水熱利用システムの導入前後

のエネルギー消費量の差分から算出する。 

 

【解説】 

下水熱利用システム導入による省エネルギー効果は、下水熱利用システムの導入前後

のエネルギー消費量の差分から算出できる。 

下水熱利用システム導入後のエネルギー消費量は、主にヒートポンプの消費エネルギ

ーと循環ポンプ等補機の消費エネルギーからなる。 

ヒートポンプの消費エネルギーは、以下の式から算出する。 

 

ヒートポンプの消費電力＝下水熱で賄う熱負荷／ＣＯＰ 

 

補機の消費エネルギーについては、熱源と熱需要の距離等にもよるが、ヒートポンプ

の消費エネルギーの５％程度である事例がある。 
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5.5.3 CO2削減効果 

下水熱利用システム導入による CO2削減効果は、下水熱利用システムの CO2排出量と

従来システムの CO2排出量の差分に基づき算出する。 

 

【解説】 

下水熱利用システム導入による CO2削減効果は、下水熱利用システムの CO2排出量と

従来システムの CO2排出量の差分に基づき以下のように算出できる。 

 

＜下水熱利用システムの CO2排出量15＞ 

COଶ排出量ሾkgሿ ൌ年間電力消費量ሾkWhሿ ൈ電力COଶ排出量原単位ሾkg/kWhሿ 
 

＜従来システムの CO2排出量16＞  

COଶ排出量ሾkgሿ ൌ年間電力消費量ሾkWhሿൈ 電力COଶ排出量原単位ሾkg kWh⁄ ሿ

年間ガス使用量ൣN㎥൧ ൈガスCOଶ排出量原単位ሾkg N㎥⁄ ሿ 
 

＜下水熱利用システム導入による CO2削減効果＞ 

COଶ削減効果ሾ%ሿ

ൌ
下水熱利用システムのCOଶ排出量ሾkgሿ െ従来システムのܱܥଶ排出量ሾkgሿ

従来システムのCOଶ排出量ሾkgሿ
 

 

主要なエネルギー種における CO2排出量原単位は表 5-7のとおりである。 

 

表 5-7 CO2排出量原単位 

エネルギー種 CO2排出量原単位 

電力 毎年度公表される電気事業者別の係数を採用 

（例：東京電力（株）の 2012年度実排出係数 0.000525[t-CO2/kWh]） 

都市ガス 2.23[t-CO2/N ㎥]（発熱量として 44.8GJ/1,000 Nm3 を用いた場合

の値。省エネルギー法の規定による定期報告にて用いた発熱量を

採用してもよい。） 

灯油 2.49[t-CO2/kl]  

A 重油 2.71[t-CO2/kl]  

出所）温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 ホームページ17 
                                                 

15 補助熱源としてガス利用設備等を用いる場合は、必要に応じてそれらのエネルギーの使用量と排出量原

単位により CO2排出量を算出する。 
16 従来システムで用いられるエネルギー種が電力、ガス以外の場合は、必要に応じてそれらのエネルギー

の使用量と排出量原単位により CO2排出量を算出する。 
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5.5.4 導入効果の概略試算（事業性） 

下水熱利用システム導入時の事業性評価は、下水熱利用システムと従来システムの建

設費（イニシャルコスト）と維持管理費（ランニングコスト）の比較に基づき実施する。 

 

【解説】 

下水熱利用システム導入時の事業性評価は、下水熱利用システムと従来システムの建

設費（イニシャルコスト）と維持管理費（ランニングコスト）の比較に基づき実施する。 

 

建設費と維持管理費に基づく事業性評価の指標の 1 つとして以下の式で表される投

資回収年数が挙げられる。事業性の観点からは投資回収年数が短いことが望ましい。 

 

投資回収年数ൣ年൧ ൌ
下水熱利用システムの建設費ൣ円൧ െ従来システムの建設費ൣ円൧

従来システムの運転費ൣ円൧ െ下水熱利用システムの運転費ൣ円൧
 

 

 建設費には、熱交換器、オートストレーナ、ヒートポンプ、補機及び関連工事費等

が含まれる。 

 維持管理費には、エネルギー使用料（電力料金、都市ガス料金等）、保守点検費等

が含まれる。 

  

                                                                                                                                               
 
17 以下 URLを参照。 

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran.pdf 

http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/h26_coefficient.pdf 
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（参考）コストデータ 

（１）複数施設への熱供給規模程度の設備 

流入水量が１日当たり数万㎥に達する大規模な下水熱利用設備において、既存事例に

よる流入水量と建設費、維持管理費の関係の目安はそれぞれ図 5-5、図 5-6 のとおり

である（建設費、維持費は各種ポンプ、ストレーナー、熱交換器、配管設備、ヒートポ

ンプ、蓄熱槽等を含む）。 

 

 
図 5-5 大規模設備における流入水量と建設費用の関係 

 

 
図 5-6 大規模設備における流入水量と維持管理費の関係 
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（２）個別建物への熱供給規模程度の設備 

 採熱設備についてメーカーにヒアリングを行った結果は表 5-8のとおりである。 

 

表 5-8 熱交換器の価格設定 

項目 価格 

流下液膜方式 能力 30kWの規格の場合、 

10セット導入時単価：3,000千円 

100セット導入時単価：1,767千円 

1,000 セット導入時単価：1,040千円 

 

 ヒートポンプについてメーカーにヒアリングを行った結果は表 5-9 のとおりであ

る。 

 

表 5-9 ヒートポンプの価格設定 

項目 価格 

本体 約 13万円/kW 

維持管理費 建設費の 1.5%程度 

出所）メーカー情報（数十 kW級程度の水熱源ヒートポンプの想定） 
  維持管理費は「下水熱利用システム計画マニュアル（財団法人  日本地域開発センター）」 
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5.6 ＦＳ調査の準備・運用方針の検討 

5.6.1 下水に関する詳細な現地調査 

ＦＳ調査の準備のための下水状況を把握するための方法として、「水位計測による推

計」、「下水熱ポテンシャルマップ（詳細ポテンシャルマップ）の作成」等がある。 

 

【解説】 

FS 調査段階においては、時刻別の下水流量・温度変化が必要になることが考えられ

る。下水流量・温度を把握するにあたっては、実際に下水流量・温度を計測するのが最

も正確な方法であり、以下のような方法がある。 

 

(1) 水位計測による推計 

 採熱地点における水位計測データ及び管路仕様（勾配、管径等）に基づき下水流量を

推計する方法である。円形管路における下水流量と管路仕様の関係の一例を図 5-7 に

示す。なお、図の粗度係数とは水路底や壁の「荒さ」を示す指標であり、管路の材質に

応じて決められた値を設定する（例えば、鉄筋コンクリート管渠の粗度係数は 0.10～

0.02である18）。 

 

 

下水流量ൌ水流断面積ൈ流速 

 

流速ൌ ଵ
粗度係数

ൈ ሺ勾配ሻଵ ଶ⁄ ൈ ሺ径深ሻଶ ଷ⁄  （マニングの式） 

 

 

 

図 5-7 管路仕様に基づく下水流量の推計（円形断面水路の流量の求め方） 

 

                                                 
18 水理公式集 平成 11年版 p.89 （土木学会）より 

d/2

潤辺：S=πd×2θ/2π=dθ
水流断面積：Ａ＝π×(ｄ/2)2×２θ/2π-

(d/2)×(d/2)×cosθ×sinθ
径深：Ｒ＝Ａ／Ｓ水位
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（２）下水熱ポテンシャルマップ（詳細ポテンシャルマップ） 

事業化が検討される地区を対象として、下水流量・温度の実測を通じて、管路上の任

意地点における時刻変動を考慮した詳細な下水熱ポテンシャルを算出する。19 

 

（３）降雨・大規模温浴施設等の影響 

 大規模温浴施設等高温・多量の排水が想定される施設が採熱地点の近傍に存在する場

合、あるいは合流式の下水道において降雨・融雪による影響が見込まれる場合は、特異

的に採熱地点の下水温度が変動する可能性がある。このため、採熱地点において下水温

度を計測することが望ましい。 

 

5.6.2 システム構成の検討 

下水熱利用システムの構築を検討する際は、採熱量の目安とともに、建物内の熱源設

備、採熱設備の種類と熱供給先の組み合わせ、設備規模について検討する。 

 

【解説】 

下水熱利用システムの構築を検討する場合は、上記の採熱量の目安とともに、建物内

の熱源設備、採熱設備の種類（考慮すべき設備の例は参照）と熱供給先（暖房、給湯、

冷房）の組み合わせ、設備規模（下水熱利用設備と補助熱源機との規模バランス等）に

ついて検討する必要がある。 

 

表 5-10 熱源設備費と採熱設備費として考慮すべき設備例 

 考慮すべき設備 

熱源設備費 

 熱源機器設備費 

 洗浄システム 

 ポンプ付属設備費 

 配管設備費 

 蓄熱槽設備費 

 電気計装設備費 

 受変電設備費 

 補助熱源機 

 補機 

採熱設備費 

 取水ポンプ設備費 

 熱源水配管設備費 

 ストレーナー設備費 

 熱交換器設備費 

                                                 
19 具体的な手法については、平成 26年度に検討する予定である。 
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（参考）蓄熱槽について 
現在未利用エネルギーを導入している事業では、蓄熱槽を併設しているケースが多い。

利点として以下が挙げられる。 
 熱負荷が発生しない時間帯においても、蓄熱槽をバッファ的に利用できるた

め、未利用エネルギーの活用拡大につながる。 
 放熱をコントロールすることで設備容量を低減できる。 
 熱負荷に依存しないため熱源を高効率ポイントで運転できる。 

 

以下に検討事例におけるシステム構成例を示す。 

 

(1) 小規模街区における下水熱利用事業 

下水配管から未処理水を取水し、小規模業務系街区の空調・ロードヒーティング用熱

供給プラントの熱源として利用する。未処理下水を利用するため、ストレーナーを設置

している。 

 
図 5-8 小規模街区における下水熱利用事業：システム概念図 
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(2) 個別建物における下水熱利用事業 

下水配管内にて未処理下水を熱交換し、小規模施設（飲食店）の給湯用熱源として利

用する。バックアップとしてブースターボイラを設置している。 

 
図 5-9 個別建物における下水熱利用事業：システム概念図 

 

(3) 下水道事業（合流式下水道越流水対策・再生水利用）と下水熱利用との連携事業 

下水幹線に合流式下水道越流水対策として雨水貯留管を設置するとともに、同一管内

に下熱交換器を布設し、中規模ビルの空調用熱源として利用することが考えられる。ま

た、サテライト処理による再生水を修景用水として利用することが考えられる。 

 

 
図 5-10 下水道事業（合流式下水道越流水対策・再生水利用）と下水熱利用との連携

事業：システム概念図 
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5.6.3 システムの運用方針の検討 

システムの運用に際しては下水の流量変動対策、未処理下水中の夾雑物対策、腐食・

破損対策といった項目について留意・検討する。 

 

【解説】 

 下水熱利用システムの運用に際してはシステムの安定的な運用に向けて複数の事項

に留意する必要がある。以下に留意事項とその対応の例を示す。 

 

 下水の流量変動対策 
 合流管等から下水熱を利用する場合、ゲリラ豪雨の発生等に備え、緊急時の

地下貯留部を設置することが考えられる。 
 

 未処理下水中の夾雑物対策 
 搬送用としてカッタ付きのグラインダポンプを採用し、異物を粉砕搬送させ

ることが考えられる。 
 

 腐食・破損対策 
 耐久性、耐衝撃性等を考慮して最適な配管材を選定する。 

 
 硫化水素対策 

 エアレーション等の採用、最適な貯量部の容量算定等を実施する。 
 

 停電時の急停止防止対策 
 フライホイル等の設置により、急停止を防止することが考えられる。 

 

 採熱による温度低下 
 未処理水から大量の採熱を行う場合、下水の温度がわずかに低下する可能性

があり、下水の生物処理に影響を及ぼす可能性については留意が必要である。 
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 バイオフィルムの傾向 
 未処理水から採熱する場合、バイオフィルムの付着により熱交換器の熱交換

能力は低下する。下水熱利用システムの運転日数とバイオフィルム付着によ

る熱交換器の能力低下の関係のイメージを下図に示す。 
 

 
図 5-11 バイオフィルムの傾向（イメージ） 

 
 バイオフィルムの付着により、熱交換器の能力は徐々に低下していくが、定

期的な洗浄により概ね運転開始時の能力を取り戻す。 
 以上の特性を踏まえ、導入する熱交換器の規模の決定に際しては、必要な熱

交換量と洗浄の頻度を考慮する必要がある。 
 洗浄の頻度を少なくする場合は、能力が低下した状態での運転が多くなるこ

とを想定して熱交換器を導入する必要がある。この場合、相対的にイニシャ

ルコストは大きくなるが、ランニングコストは小さくなる。 
 一方、洗浄の頻度を多く想定する場合は、常に上限値に近い熱交換能力を見

込むことができる。この場合、相対的にイニシャルコストは小さくなるが、

ランニングコストは大きくなる。 
 また、上記の洗浄頻度と熱交換器の性能との関係も踏まえ、バックアップ用

の熱源の要否についても検討する必要がある。 
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